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◎　規　則	 　所管課（室）名
　〇宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則  都 市 政 策 課
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　・県道の路線の認定  道 路 維 持 課
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　・道路の区域変更（２件）  〃
　・道路の供用開始  〃

　宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和４年３月31日

長崎県知事　大石　賢吾　
長崎県規則第17号
　　　宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則
　宅地建物取引業法施行細則（昭和44年長崎県規則第30号）の一部を次のように改正する。
　様式第２号を次のように改める

規　　　　　則



― 2 ―

令和４年３月31日　木曜日 長 崎 県 公 報 号　外（４）

様式第２号（第６条関係）
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告　　　　　示

　　　附　則
　この規則は、令和４年４月１日から施行する。

長崎県告示第282号
　道路法（昭和27年法律第180号）第７条の規定に基づき、県道の路線を次のように認定する。
　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課、県北振興局及び県北振興局田平土木事務所において、一般の縦
覧に供する。
　　令和４年３月31日

長崎県知事　大石　賢吾　

整理番号 路線名 起点 終点 重要な経過地

２５８ 平戸江迎線 平戸市 佐世保市江迎町

長崎県告示第283号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり決定した。
　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局田平土木維持管理事務所において告示の日から２
週間、一般の縦覧に供する。
　　令和４年３月31日

長崎県知事　大石　賢吾　
道路の種類　一般県道
路　線　名　平戸江迎線
道路の区域

区　　　　　　　間
敷地の幅員
（メートル）

延　　　長
（メートル）

備　考

平戸市田平町小手田免字浮津852番２地先から
佐世保市江迎町栗越229番１地先まで

8.2〜58.2 9,392

長崎県告示第284号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。
　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局田平土木維持管理事務所において告示の日から２
週間、一般の縦覧に供する。
　　令和４年３月31日

長崎県知事　大石　賢吾　

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

一般県道
平戸江迎線

平戸市田平町一関免字米ノ内175番４地先から
平戸市田平町上亀免字岩ノ本533番３地先まで

令和４年３月31日

長崎県告示第285号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。
　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局田平土木維持管理事務所において告示の日から２
週間、一般の縦覧に供する。
　　令和４年３月31日

長崎県知事　大石　賢吾　
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長崎県告示第288号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。
　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す
る。
　　令和４年３月31日

長崎県知事　大石　賢吾　

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

主要地方道
御厨田代江迎線

佐世保市江迎町栗越221番３地先から
佐世保市江迎町栗越254番２地先まで

令和４年３月31日

長崎県告示第287号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。
　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す
る。
　　令和４年３月31日

長崎県知事　大石　賢吾　
道路の種類　主要地方道
路　線　名　御厨田代江迎線
道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更
前後の別

敷地の幅員
（メートル）

延　　　長
（メートル）

備　考

佐世保市江迎町栗越221番３地先から
佐世保市江迎町栗越254番２地先まで

前 13.2〜17.6 149.9

後 13.2〜19.8 149.9

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

一般県道
平戸江迎線

平戸市田平町小崎免字鎮守ノ元1673番１地先から
官公有無番地先（平戸市田平町小崎免字鎮守ノ元1696番１）
まで

令和４年３月31日

区　　　　　　　間
区域変更
前後の別

敷地の幅員
（メートル）

延　　　長
（メートル）

備　考

平戸市田平町小手田免字浮津852番２地先から
平戸市田平町小手田免字浮津852番10地先まで

前 23.6〜39.8 62.6

後 23.8〜48.3 62.6

長崎県告示第286号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。
　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局田平土木維持管理事務所において告示の日から２
週間、一般の縦覧に供する。
　　令和４年３月31日

長崎県知事　大石　賢吾　
道路の種類　一般国道
路　線　名　204号
道路の区域
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